
茨城県地域リハビリテーションアドバイザー養成事業実施要項  

（目的）  

第 1 条 地域リハビリテーション支援体制の整備をより一層進めていくために，地域リ

ハビリテーションに関する知識を有する茨城県地域リハビリテーションアドバイ

ザー（以下アドバイザーと称する）を養成し，地域リハビリテーションの普及・

充実を図ることを目的とする。  

 

（実施機関）  

第２条 茨城県地域リハビリテーション支援体制のもとで，茨城県地域リハビリテーシ

ョン支援センター（以下支援センターと称する；県立医療大学付属病院）が養成

事業を実施する。  

 
（養成研修会）  

第３条 養成研修会の対象者は，県内に居住，または勤務している医師，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士，保健師，看護師，社会福祉士，管理栄養士，臨床心理

士等とし，以下のいずれかを満たす者とする。  

    なお，応募時に，取得した免状コピーの提出を必須とする。  

（１）実務経験５年以上で，施設長の推薦があり，地域リハビリテーションに関

する熱意と能力のある者  

（２）施設長の推薦があり，（１）と同等の熱意・能力があると支援センター長が

認めた者  

２ 前項に該当しない場合は，支援センター内に組織する認定委員会 (以下，委員会 ) 

で協議する。  

 
（アドバイザーの認定）  

第４条 認定審査は，委員会が行い，支援センター長が認定する。  

２ 前項の規定に基づき，認定された研修者に対し，認定証を交付するものとする。  

３ 認定期間は５年間とする。  

 
（アドバイザーの継続及び喪失）  

第５条 アドバイザーは，以下のいずれかを行うことによって継続できる。  

（１）地域リハビリテーションに関する活動を行うこと  

（２）地域リハビリテーション支援体制のもとに開催される研修会・講演会・ア

ドバイザー養成講習会などの講師等を務め，または，出席すること  

（３）地域リハビリテーション関連の学会又は研修会等で発表又は参加すること  

（４）地域リハビリテーションに関する論文を発表すること  

（５）その他委員会が認めること  

２ アドバイザーは，以下のいずれかによって喪失する。  

（１）第１項のいずれにも該当しない場合  

（２）著しくその名称を汚す行為があった場合  

３ アドバイザーの継続及び喪失は，継続期間満了に伴い活動報告書を提出し，委員

会が審査し，支援センター長が決定する。  

 

 

 



 

(天候悪化・災害等による開催可否の判断及び，開催予備日について) 

第 6 条 養成研修会開催日に天候の悪化(台風，積雪，気象警報発令等)や災害等が発生

し，受講者の参集が困難と予測される場合は，地域リハビリテーション支援セン

ター（以下，支援センターという。）において開催の可否を判断する。 

2 開催不可と判断された場合は，速やかに支援センターから各受講者へメールにて

連絡する。併せて各受講者の勤務先にも電話にて連絡を行う。 

  3  順延した養成研修会については，後日，委員会にて決定した日程で開催する。 

  4  前の 3 項に規定する対応を行った場合は，次に開催される地域リハビリテーシ

ョン推進委員会において報告する。 

 

付則  

 平成 28 年 12 月 15 日改正。  

 この要項は，平成 29 年 4 月 1 日より施行する。  

 


